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定 例 会 議 会 議 録

開 催 日 時 令和５年１月２５日（水）午前１０時００分 ～ 午後０時４０分

開 催 場 所 特別会議室、公安委員会室

『 全 体 会 議 』 議 題 ・ 要 旨区 分

暴力団排除条例の一部を改正する条例の建議について【審 議 事項 】 １

組織犯罪対策局長から 「暴力団排除条例の一部を改正する条例（平成２２、

年宮城県条例第６７号。以下「条例」という ）の一部改正について、暴力団。

情勢が変化する中、他の都道府県と同様に禁止・罰則規定を取り入れ、県民生

活の安全と平穏を確保するものである。

改正の概要は、大きく分けて５点、

⑴ 祭礼等における措置規定の新設

⑵ 暴力団事務所の開設及び運営の禁止規定の新設

⑶ 暴力団事務所に青少年を立ち入らせる行為の禁止規定の新設

⑷ 暴力団排除特別強化地域における禁止行為規定の新設

⑸ 立入り等の調査規定の新設

である。施行期日は、令和５年７月１日としている 」旨の説明がなされ、審。

議の上、決裁が行われた。

委 員：(2)の「学校」は、どの範囲か。

組対局長：学校教育法に定める高校以下である。

委 員：改正の内容は、これまでも当たり前に対応していることだと思って

いた。条例改正後も適切に対応していただきたい。

組対局長：承知した。

令和４年宮城県警察基本目標の取組結果等について【報 告 事項 】 １

（ ）生活安全部長から、「令和４年中の刑法犯認知件数 目標：１万１９３件以下

は、９，８９７件（前年比＋４９９件）であった。罪種別認知状況では、窃盗犯

や詐欺が増加し、器物損壊等が減少した。特殊詐欺の認知件数は３２３件（前年

比＋４３件）で、被害金額は約５億５２６万円（前年比＋６，５４２万円）であ

った。特殊詐欺の手口として 「架空料金請求詐欺」や被害者の多くが高齢者であ、

る「オレオレ詐欺」の被害が前年より増加している。引き続き、防犯ボランティ

ア団体等と連携した広報啓発活動、特殊詐欺被害防止に向けた固定電話対策等の

抑止対策をより一層推進する 」旨の報告があった。。

交通部長から「令和４年中の交通事故死者数（目標：４４人以下）は、３７人

（前年比－５人）で戦後最少であり、初めて４０人以下であった。死亡事故の特

徴としては、死者３７人のうち、６５歳以上の高齢者が全体の約半数を占めてい

る。死亡者数減少の要因は、高齢者の事故死者数が減少したこと、自転車乗車中

の死亡事故が減少したことから、高齢者や自転車運転者に対する交通安全教育等

が浸透したことが考えられる。引き続き、交通事故実態を踏まえた交通死亡事故

抑止対策に取り組んでいく 」旨の報告があった。。

刑事部長から 「令和４年中の刑法犯検挙状況は、検挙人員、

２ ６８２人 前年比＋８０人 と増加したが 検挙率は４１ ４パーセント 前， （ ） 、 ． （

年比－５．４ポイント）であった。殺人、強盗などの重要犯罪は、検挙人員１７

４人（前年比＋２５人 、検挙率８５．５パーセント（前年比－１．１ポイント））

であった。殺人・殺人未遂は、合計１６件発生し、１００パーセント検挙してい

。 、 ． （ ． ） 、る 重要窃盗犯は 検挙率５１ ９パーセント 前年比－１１ ４ポイント で

検挙人員が１２２人（前年比＋１０人）であった。他県からの犯罪者グループが

急増している。引き続き、他県警察と連携し、今後も県民の安全で安心な暮らし

を守るために犯罪検挙の向上に、より一層努めていく 」旨の報告があった。。

生活安全部長から「令和４年中の全体における特別法犯検挙状況は、検挙人員

７０５人（前年比＋７人 、検挙件数９４０件（前年比＋２６件）であり、そのう）

ち生活安全部関係における検挙人員は５０３人（前年比－１３人 、検挙件数は６）
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８６件（前年比＋２３件）であった。前年と比較して銃刀法、児童買春・児童ポ

ルノ禁止法違反等の検挙が増加し、商標法、軽犯罪法違反等の検挙が減少した。

、 、引き続き 相談やサイバーパトロール等あらゆる警察活動による実態把握に努め

各署と連携を密にして悪質な事犯に重点をおいた検挙に努める 」旨の報告があっ。

た。

組織犯罪対策局長から「令和４年中の特別法犯のうち薬物事犯検挙状況につい

て、検挙人員は１２１人（前年比－１７人 、検挙件数は１５９件（前年比－２７）

件）であった。前年と比較し、地域警察官の職質検挙等による大麻事案の検挙は

増加している。今後も、大麻事案の増加に着目しながら捜査を進めていく 」旨の。

報告があった。

委 員：交通事故死者数については、前年の数字にこだわりすぎず、今後も

事故抑止対策に取り組んでいただきたい。交通死亡

交通部長：承知した。

委 員：詐欺グループは、ＳＮＳを利用して仕事をさせている様だが、対策

を教えていただきたい。

生安部長：サイバーパトロールを通年して実施している。有害情報を抽出し、

警告を行っている。

令和５年度組織機構改編の概要について２

警務部長から 「令和５年度組織機構改編の概要について、、

第１に、特殊詐欺根絶に向けた総合対策の強化として、特殊詐欺被害の絶無に

向けて、関係部門一体となった更なる被害抑止対策を推進するため、特殊詐欺

対策室を強化する。

第２に、Ｇ７仙台科学技術大臣会合等への対処体制の強化として、元内閣総

理大臣銃撃事件の検証結果、警護要則の改正を踏まえ、警備課の警衛警護対策

官を専任化するとともに、警衛警護係の体制を強化するほか、警察署警備課の

指揮体制の整備を行う。第３に、人身安全関連事案等への対処体制の整備とし

て、事案対処及び聴聞業務の指揮命令系統を県民安全対策課の人身安全対策官

に一本化するとともに、同課に次長を配置するほか、警察署生活安全課の体制

を整備する。

第４に、県民生活に身近な地域警察の体制整備として、地域社会の変化や警

察事象に的確に対応し、勤務員の安全を確保するため、７駐在所を隣接する交

番又は駐在所に統合して再編する。仙台中央警察署の交番等の人員配置・運用

を見直し、より警察力を注ぐべき大型交番の体制を強化する。

第５に、運転免許行政の一体化及び高齢運転者対策の推進として、運転免許

行政の複雑化及び高齢運転者の増加に伴う対策を推進するため、運転教育課を

運転免許課に統合するほか、高齢運転者に係る対策を推進するため、運転免許

課に高齢運転者等支援室長の職を新設する。

第６に、警察活動を支える組織基盤の更なる充実・強化に向けた体制整備と

、 、して 警務部内の単独配置の管理係を警務課に集約して事務を一元化するほか

女性被留置者の処遇をより適切に行うため、女性専用留置施設の体制を再編す

る 」旨の報告があった。。

委 員：駐在所の統合については、特に高齢者世帯が多い地域が対象にな

ると思うので、地域住民に周知をしていただきたい。

警務部長：承知した。

委 員：駐在所の統合により、警察官の活動範囲が広くなることで、警察

官一人の業務負担が大きくなるのではないか。

警務部長：現在も、２人体制で業務にあたっているため、警察官一人の

業務負担は変わらない。

委 員：警察官一人の業務負担が変わらず、合理的であれば駐在所の統合

はよいことだと思う。



- -3

特殊詐欺対策について（令和４年）３

生活安全部長から 「特殊詐欺認知件数は３２３件、被害金額は約６，５４、

２万円増の約５億５２６万円で、いずれも増加した。手口の傾向として、イン

ターネットを介してパソコンのウイルス除去やサポートを名目に電子マネーに

よる支払を求めるなどの「架空料金請求詐欺」が著しく増加し、被害全体の４

割を占めたほか、主に現金やキャッシュカードを銀行員や警察官を装った犯人

に直接手渡すことで被害に遭う「オレオレ詐欺 「預貯金詐欺」及び「キャッ」、

シュカード詐欺盗」の３手口が、被害全体の５割近くを占めた。

被害防止対策について、犯人からの接触方法で最も多いのが固定電話に対す

る架電であり、その中でも 「オレオレ詐欺」など３手口では、固定電話に対、

する架電が接触方法となっており、特殊詐欺電話撃退装置の購入費を助成する

補助金交付事業等を推進した。また、電子マネーの購入先であるコンビニエン

スストアと連携し、電子マネー購入客に対する注意喚起を行い、水際での被害

防止対策を推進した。

引き続き、補助金交付事業やテレビＣＭ事業の更なる拡充に向け調整を図る

とともに、今後も発生実態の分析に基づいた被害防止対策を実施するなど、真

に効果的な被害防止対策を講じていく 」旨の報告があった。。

組織犯罪対策局長から 「特殊詐欺実行犯の検挙状況について、検挙件数が、

１０６件（前年比＋３９件 、検挙人員は３６人（前年比＋１５人）で、いず）

れも増加した。検挙手口の９割以上は 「オレオレ詐欺 「預貯金詐欺」及び、 」、

「キャッシュカード詐欺盗」の３種類の手口である。主な検挙事例は 「郵便、

局員や銀行協会職員等をかたるキャッシュカード詐欺盗事件 「走行中の車両」、

を移動アジトとして使用するオレオレ詐欺事件」等である。

検挙対策について、犯行組織の中枢にいる主要被疑者の検挙や、犯行組織から

資金源を剥奪することが重要であることから、あらゆる法令を適用した中枢被

疑者の徹底検挙や総合的な犯罪収益対策を実施し、引き続き、特殊詐欺の撲滅

に向けて全力で取り組んでいく 」旨の報告があった。。

『 個 別 審 議 等 会 議 』区 分

職員定数条例の一部改正の建議について【決 裁 事項 】 １

警務課企画官から、職員定数条例の一部改正の建議について説明がなされ、

審議の上、決裁が行われた。

審査請求の受理について（３件）２

監察課管理官から、審査請求の受理について説明がなされ、審議の上、決裁

が行われた。

審査請求の裁決案について（２件）３

監察課管理官から、審査請求の裁決案について説明がなされ、審議の上、決

裁が行われた。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部改正につ４

いて

生活安全企画課管理官から、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する

法律施行条例の一部改正について説明がなされ、審議の上、決裁が行われた。

公安委員会関係手数料条例の一部改正について５

交通事故総合分析室長から、公安委員会関係手数料条例の一部改正について

説明がなされ、審議の上、決裁が行われた。

道路交通法の規定に基づく意見の聴取等６

交通聴聞官から、運転免許取消処分に係る意見の聴取等の結果、１６件の報
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告と説明がなされ、審議の上、量定が行われた。

令和５年度当初予算案の内示概要について【報 告 事項 】 １

、 、 。会計課参事から 令和５年度当初予算案の内示概要について 報告があった

令和４年度留置管理業務「実施監査」の実施結果について２

留置管理課長から、令和４年度留置管理業務「実施監査」の実施について、

報告があった。

不服申立て（警察本部長に対する事実の申告）の受理及び処理状況について３

留置管理課長から、不服申立て（警察本部長に対する事実の申告）の受理及

び処理状況について、報告があった。

監察の実施状況について（令和４年第４四半期）４

上席監察官から、監察の実施状況について、報告があった。

仙台市青葉区内における殺人事件被疑者の逮捕について５

捜査第一課参事官から、仙台市青葉区内における殺人事件被疑者の逮捕につ

いて、報告があった。

交通規制の意思決定について（令和５年１月分）６

交通規制課次長から、交通規制の意思決定について、報告があった。


